
お知らせ

高額療養費の自己負担限度額が変わります。

　医療保険では、医療費が高額になったときに皆さんの負担が大きくならないよう、所得などに応じて

自己負担の限度額を定め、それを超えた分を支給しています（高額療養費制度）。このうち国民健康保険

に加入をされている70歳以上の方、および後期高齢者医療被保険者の方の限度額について見直しが行わ

れ、平成30年8月から変更されます。

国民健康保険に加入されている７０歳以上の方、

または後期高齢者医療制度の被保険者の方へ
問　医療年金課　国民健康保険☎内線1724～1727　後期高齢者医療☎内線1721・1722

所得区分

●現役並み所得者

　住民税課税所得145万円以上の方などで、

医療費の自己負担割合が3割の方。

●一般

　住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合

が2割または1割の方。

●低所得者Ⅱ

　住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の方。

●低所得者Ⅰ

　住民税非課税世帯で世帯の各所得が必要経

費・控除を差し引いたときに0円となる方。

※1 年間（8月～翌年7月）の限度額は144,000円

　です。

※2 過去12カ月以内に世帯単位の限度額を超え

　た支給が4回以上あった場合（多数回該当）

　は、4回目以降の限度額は44,400円です。

※3 過去12カ月以内に世帯単位の限度額を超え

　た支給が4回以上あった場合（多数回該当）

　は、4回目以降の限度額は140,100円です。

※4 過去12カ月以内に世帯単位の限度額を超え

　た支給が4回以上あった場合（多数回該当）

　は、4回目以降の限度額は93,000円です。

自己負担限度額〈月額〉

平成30年7月まで

所得区分
外来

（個人単位）
外来＋入院

（世帯単位）

現役並み

所得者
57,600円

80,100円＋（医療費
-267,000円）×1％※2

一般 14,000円※1 57,600円※2

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

平成30年8月から

所得区分
外来

（個人単位）
外来＋入院

（世帯単位）

現
役
並
み
所
得
者

課税所得
690万円以上

252,600円＋（総医療費-842,000円）
×1％※3

課税所得
380万円以上

167,400円＋（総医療費-558,000円）
×1％※4

課税所得
145万円以上

80,100円＋（総医療費-267,000円）
×1％※2

一般 18,000円※1 57,600円※2

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
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国民健康保険に加入されている方へ

国民健康保険税が改正されました
問　医療年金課　国保年金グループ

　　☎内線1724～1727

　国民健康保険において、高齢化の進展等による医療給付費等の増加が見込まれる中で、保険税負担の公平を図

る観点から、平成30年度からの国民健康保険税の賦課限度額を引き上げます。また、経済動向等を踏まえ、軽

減判定基準の所得を引き上げ、低所得者に対する保険税軽減措置の拡充を図ります。

　平成30年度国民健康保険税納税通知書は8月中旬に発送します。

軽減割合 改正前 改正後

７割 33万円以下 33万円以下

５割
33万円＋27万円×（被保
険者数＋特定同一世帯
所属者数）以下

33万円＋27万円5千円×
（被保険者数＋特定同一
世帯所属者数）以下

２割
33万円＋49万円×（被保
険者数＋特定同一世帯
所属者数）以下

33万円＋50万円×（被保
険者数＋特定同一世帯
所属者数）以下

改正前 改正後 増減

医療給付費（基礎課税額）分 54万円 58万円 4万円

後期高齢者支援金等分 19万円 19万円 0円（変更なし）

介護納付金分 16万円 16万円 0円（変更なし）

◆�世帯ごとの所得に応じた均等割額・平等割額軽減措置の所得判定基準の変更

◆�賦課限度額

5割軽減・2割軽減の対象となる世帯の所

得基準額が引き上げられます。

※�特定同一世帯所属者とは、国民健康保険か

ら後期高齢者医療制度へ移行したことに

より国民健康保険の被保険者でなくなっ

た方のことをいいます。今回、7割軽減の

対象についての改正はありません。

医療給付費（基礎課税額）分の課税限度額が引き上げられます。

FMうしくうれしく放送 番組のお知らせ

FMうしくうれしく放送　FM周波数 85.4MHz

　「UUラジオ854」（月～金曜日）午前10時～正午 再放送：午後5時～7時

　「ぎゅぎゅっとラジオ854」（月～金曜日）午後1時～3時 再放送：午後8時～10時

　午前11時～正午は牛久市広報番組を放送中！

◆問い合わせ　NPO法人牛久コミュニティ放送

　TEL 875-8541　FAX 875-8686　E-mail ushiku@fmuu.jp ※問い合わせ時間：午前10時～午後4時

作詞家・池田充男が、60年に渡る作詞家人生を昭和歌謡界を彩ったヒット曲と共に振り返ります。

裕次郎ファン必聴の名曲誕生秘話も披露されます。

FM-UU開局3周年記念

放送�8月25日（土）午後1時～ 3時

歌謡
特別番組

牛久市にすごい作詞家がいた！

牛久栄進高等学校校歌を作詞した

「池田充男（牛久市東猯穴町出身）86歳」は

“八代亜紀”の名付け親だった！

「ふるさとの詩人

　作詞家 心もよう～池
い け だ み つ お

田充男を奏
う た

う～」

フ―ちゃん ムーくん

FM周波数85.4MHz
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